
「第 2次新潟市自殺総合対策行動計画（案）」に対する
パブリックコメントに寄せられたご意見及び市の考え方

No. 該当箇所 ご意見の概要 ご意見に対する市の考え方 案の修正

1 Ｐ．７ 

年齢階層の定義で，中

高年層を４０代，５０

代，６０代に，高齢者

層を７０代以上とすべ

きではないか？（定年

が６０歳代の時代とな

ったので） 

自殺の統計については，10 歳

刻みで公表されており，5歳刻

みでの統計が公表されていま

せん。 

ご意見のとおり，定年が延長

される時代となっています

が，現在の高齢者の定義が６

５歳以上となっているため，

年代別においては，６０代以

上と定義しています。 

無 

2 Ｐ．１６ 

ネットワークの強化

で，関係機関，民間団

体，企業，市民，行政

等が一体となって顔の

見えるネットワークの

構築とあるが，関係機

関の主なるものを（ ）

書きで入れる他，民間

団体の主たるものを

（ ）書きで入れてく

ださい。 

ネットワークの強化について

は，現在も様々な関係機関・

団体と連携しており，同ペー

ジの「自殺対策実務者ネット

ワーク会議」における新潟県

弁護士会，新潟ＮＰＯ協会，

新潟市薬剤師会，新潟県臨床

心理士会，その他ＮＰＯ等と

連携しながら自殺対策を進め

ています。現在，関係機関及

び民間団体については，これ

らの団体との連携が主となる

ため，素案のとおりとします。

無 

3 Ｐ．１７ 

平成２９年度の新たな

取り組み，今後も勉強

会は継続していく予定

である。の予定をカッ

トしてください。 

ご意見のとおり「予定」を削

除し修正します。 
有 



4 Ｐ．１９ 

人材の育成，これまで

の取り組みで，ゲート

キーパー養成研修会

に，これまで，延べ何

人が受講されたかを入

れてください。また，

教員の研修は，全教員

が受講できるよう，教

育委員会は各学校への

指導監督を強化してく

ださい。 

ゲートキーパー養成研修会に

ついては，年間約１００人の

方が受講しています。今まで

の事業実績については，他の

事業についても記載しないた

め，素案のとおりとします。

また，事業実績については，

こころの健康センターの所報

に掲載しており，同内容は市

ホームページ「こころの健康」

にも掲載しているため，ご確

認ください。 

なお，教員研修については，

重要なものと考えているた

め，市教育委員会と連携しな

がら検討していきたいと考え

ています。 

無 

5 Ｐ．１９ 

平成３０年に作成され

た，ゲートキーパー養

成テキストを区役所・

公民館等にも置いてく

ださい。市民が目に触

れる機会を多くする。

また，テキストを活用

した自治協・コミ協委

員の研修も考えてくだ

さい。 

ゲートキーパー養成テキスト

については，体験学習・グル

ープワークのプログラム等を

記載しているため，設置する

だけでは効果が期待されない

ものと考えています。現在，

本テキストを用いて，行政職

員，教職員，医療機関職員な

どを対象に，幅広く研修会を

進めております。今後，自治

協議会・コミュニティ協議会

委員等を対象とした研修につ

いて検討していきたいと考え

ています。 

無 

6 Ｐ．２１ 

庁内職員向け自殺対策

研修会は，良いことで

すので，継続して実施

してください。 

継続して事業計画をしていき

たいと考えています。 

無 



7 Ｐ．２２ 

住民への啓発と周知 

行政だけでなく，関係

機関・団体とともに取

り組むとありますが，

団体に（ ）書きで自

治協・コミ協を入れる

等してください。 

住民への啓発と周知について

は，より多くの関係機関・団

体のご協力が不可欠と考えて

います。 

ご意見の自治協議会・コミュ

ニティ協議会については，関

係機関・団体の一つとして考

えているため，素案のとおり

とします。 

無 

8 全体 

専門家と呼ばれる人達

が頑張っている様子は

読んで分かりました

が，地域住民の代表が

参加している市内８つ

ある自治協議会並びに

市内に９９あるコミュ

ニティ協議会をもっと

活用されたらいかかで

しょうか。 

今後，自治協議会及びコミュ

ニティ協議会との連携等を検

討しながら，自殺対策を進め

ていきたいと考えています。

無 

9 全体 

カタカナ語・専門用語

の用語解説集を最後に

添付してください。 

市民が読んで分かるよ

うな配慮が必要です。 

カタカナ語・専門用語につい

ては，用語解説集をつけるよ

う修正します。 

有 

10 全体 

年間１２０人が多いか

少ないか分かりません

が，本行動計画（案）

に多くの市民が関心を

持って読んで欲しいな

と思います。 

ご意見としてお伺いします。

無 



11 
Ｐ．１０～

１２ 

図７～１０のそれぞれ

の図の後「理由として

は○○が考えられま

す。」各区によって，違

いがあるというのであ

れば，なぜそのような

違いがあるのか，市民

は気になるはず。市と

してどのような分析を

しているのか，提示す

べきではないか。また，

各区の特色に応じた対

策を取っているのかど

うか（全市一律ではな

く，各区で違いがある

のであれば，対策も各

区で違うはず），取って

いる場合，どのような

ものか，取っていない

場合，その理由は何か，

今後，各区ごとにどの

ような対策を取ってい

くのか提示すべき。 

各区の状況については，よう

やく１０年間の統計データが

蓄積され，公表できるように

なったところです。現在，各

区の状況に応じた対策は計画

していませんが，今後，さら

に蓄積されていくデータを分

析し，取組みに活かしていき

たいと考えています。 

無 

12 Ｐ.１４ 

「自殺未遂者実態把握

調査」，「小規模事業場

におけるメンタルヘル

ス対策実態把握調査」

のそれぞれの「評価と

課題」部分。「こころと

いのちの寄り添い支援

事業」自体の評価と課

題の記載が必要と思わ

れるところ，当該事業

の具体的内容・評価・

課題がわからないの

で，修正文の形にはで

きない。 

「職場のメンタルヘル

「こころといのちの寄り添い

支援事業」については，Ｐ１

５における「５ 適切な精神

科医療を受けされるようにす

る」で評価と課題を記載して

います。また，具体的な内容

等については，Ｐ．４０～４

４の「（４）自殺未遂者への支

援と連携」に記載しています。

 また，「職場のメンタルヘル

スに関する啓発資材」につい

ては，Ｐ１４の「２ 市民一

人ひとりの気づきと見守りを

促す」における「事業場のメ

ンタルヘルス普及啓発」にお

無 



スに関する啓発資材」

についても，評価と課

題がどのようなものか

わからないので，修正

分の形にはできない。 

いて記載しています。内容に

ついては，Ｐ２２～２３の

「（３）住民への啓発と周知」

に掲載しています。 

13 Ｐ．１４ 

「自殺防止街頭キャン

ペーン」の「評価と課

題」部分。実施してど

うだったのかについて

の評価と課題が必要な

ところ記載が無い。市

としてはどのように考

えているのか，わから

ないので，修正文の形

で示すことはできな

い。 

「自殺防止街頭キャンペー

ン」については，評価が難し

いと考えています。関係機

関・団体と連携しながら，広

く市民に向けた自殺予防の啓

発ができたことは評価できる

と考えています。また，課題

については，Ｐ.１４の記載の

とおりです。 

無 

14 Ｐ.１４ 

「事業場のメンタルヘ

ルス普及啓発」の「評

価と課題」部分。実施

してどうだったかにつ

いて評価と課題が必要

なところ記載がない。

市としてどのように考

えているのか，わから

ないので，修正文の形

で示すことはできな

い。 

また，「事業場への啓発

を継続していく」とい

うことであるが，同じ

ことを続けるのか，違

う形態でするのかもわ

からず，明記すべきと

考える。 

「事業場のメンタルヘルス普

及及び啓発」事業を単独で評

価するのは難しいと考えてい

ます。普及啓発については，

関係機関・団体の協力を得る

ことで連携を深めながら，社

会情勢に合わせて手法を工夫

していきたいと考えていま

す。 
無 



15 Ｐ.１４ 

「３」の「評価と課題」

部分。実施してどうだ

ったのかについての評

価と課題が必要なとこ

ろ記載がない。市とし

てどうのように考えて

いるのか，わからない

ので，修正文の形で示

すことはできない。「研

修会を継続していく」

と記載のある研修会に

ついて，同じことを続

けるのか，違う形態で

するのかもわからず，

明記すべきと考える。 

例えば，「庁内職員向け

自殺対策研修会」につ

いて，今現在の状況は

どうなのか不明である

が，「現時点では○○人

（○○％）が研修を受

けているところ，これ

を○○人（１００％）

にする」などと記載す

べきではないか。 

ゲートキーパー養成研修につ

いては，一律の内容ではなく，

対象や社会情勢に合わせてテ

ーマを決め，形式を工夫して

いるため，受講人数の目標値

を設定することは難しいと考

えています。 

無 

16 Ｐ．１４ 

「４」の「評価と課題」

部分。実施してどうだ

ったかについての評価

と課題が必要なところ

明記がない。市として

どのように考えている

のか，わからないので，

修正文の形で示すこと

ができない。「講座を実

施していく」とのこと

だが，同じことを続け

るのか，違う形態です

るのかもわからず（こ

外部からの依頼による講座に

ついては，依頼元の市民や企

業などの依頼で実施していま

す。テーマや形式は，そのニ

ーズに応じて工夫していきた

いと考えています。 

無 



のままでいいのかどう

か），明記すべきと考え

る。 

17 Ｐ．１５ 

「５」の「電話相談支

援事業」と「くらしと

こころの総合相談会」

の「評価と課題」部分。

「相談件数が増加して

いる」「充足率が伸びて

きている」から十分な

わけではない。区によ

る相談者の偏りはない

かどうか，相談が必要

な人がアクセスできて

いるかどうか等の課題

について記載が必要と

思うが，実態がわから

ないことから，修正文

の形で提示はできな

い。 

相談が必要な人がアクセスで

きているかという視点は重要

ですが，その評価は難しいと

考えています。 

今後は，本計画案の第５章に

記載した各種事業と連携を図

るとともに，相談事業の周知

に努めていきます。 

無 

18 Ｐ.１５ 

「５」の「こころとい

のちの寄り添い支援事

業」の「評価と課題」

部分。経済的な問題や

労働問題などで自殺未

遂になる人もいると思

うが，それらの人の法

律相談はどのようにし

ているのか，わからず，

その点の支援体制がど

うなっているかも課題

と思うが，記載がない。

実態がわからないこと

から，修正文の形で提

示はできない。 

「こころといのちの寄り添い

支援事業」の状況については，

Ｐ.４０～４４「（４）自殺未

遂者への支援と連携」に記載

しています。法律相談が必要

な場合は，弁護士相談が受け

られる本市のくらしとこころ

の総合相談会などで対応して

いきます。 

無 



19 Ｐ.１５ 

「６」の「自殺対策実

務者ネットワーク会

議」の「評価と課題」

部分。５４頁以降に各

種団体の取みの記載が

あるが，ネットワーク

会議の参加者はなぜ少

ないのか，ネットワー

クが広がっていないの

ではないか等，課題が

あるのではないか。市

がどのような認識が分

からず，修正文の形で

提示はできない。 

「自殺対策実務者ネットワー

ク会議」については，Ｐ.１６

にある関係機関・団体に参加

しています。今後も，参加団

体が協働して行う研修会など

の事業を通して，さらにネッ

トワークを広げていきたいと

考えています。  
無 

20 Ｐ.１５ 

「８」の「評価と課題」

部分。現在の周知状況

について，評価と課題

の記載が必要ではない

か。現状が分からず，

修正文の形で提示はで

きない。 

情報を必要とする人に，どれ

だけ情報を提供することがで

きたかという評価は難しいと

考えています。今後も，葬儀

場，民生委員児童委員協議会

などの協力を得ながら周知に

努めていきます。 

無 

21 
Ｐ.１６～

４７ 

これまでの取組みや今

後の取組みについて，

記載があるが，本来で

あれば，１４頁・１５

頁に記載の簡単な評価

や課題にとどまらず，

１６～４７頁におい

て，これまでの取組み

の評価や課題を詳細に

記載し，それを踏まえ

た今後の取組みを記載

すべきところが，かか

る記載がない。市が具

体的にどうのようにこ

れまでの取組みを評価

し，課題があると考え

ているかわからないこ

これまでの取組みの評価や課

題については，記載のとおり

とします。また，今後の取組

みについては，第２次計画の

５年の期間の中で，社会情勢

に対応して事業を実施してい

きたいと考えていますので，

本計画では方針を示すことと

しました。  無 



とから，修正文の形で

提示できない。 

22 Ｐ.２９ 

今の若者はスマートフ

ォンに慣れ，電話や面

談はハードルがあるの

は周知のことと思われ

る。新潟市において，

ＳＮＳを用いた相談方

法（ＳＮＳで全部は解

決できないはずである

から，ＳＮＳを相談の

きっかけとし，面談相

談につなげる手法）は

検討しているのか，導

入するつもりはあるの

か，記載がない。「ライ

フステージにあわせた

対策を考えていく必要

があります。」と記載が

あるが，具体的にどう

するか，全くもって，

わからない。市がどう

考えているかわからな

いか，修正文の形で提

示できない。 

ＳＮＳ対策については，手法

が確立されていないことか

ら，第２次計画の計画期間の

中で，国の動向を注視しなが

ら，検討をしていきます。ま

た，「ライフステージにあわせ

た対策」については，Ｐ．２

９にある通り，３９歳までの

若年層を一括りとせずに，年

代に合わせた対策を検討して

いく必要があるという主旨で

す。 無 

23 
Ｐ.１６～

２６ 

Ｐ４８～７２を見れ

ば，各機関において，

様々な自殺対策を行っ

ていることはわかる

が，個々別々であり，

支援が必要な人が辿り

つけていない状況では

ないか。市として，こ

れらの機関が具体的な

各関係機関・団体と研修会や

個別のケースの支援を通じて

連携を深めていきたいと考え

ています。 

無 



連携ができるような施

策を考えるべきと思わ

れるところ，かかる施

策がない（自殺対策協

議会は回数，時間が限

られ，連携は無理。実

対策実務者ネットワー

ク会議は参加機関が少

なすぎる。）市がどう考

えているか分からない

ことから，修正文の形

で提示できない。 


